ものがたり観光行動学会誌編集規程
【2011.11.30改訂版】
第１条　ものがたり観光行動学会（以下「本学会」という）規約第4条に定める本学会の活動成果を公表するために「ものがたり観光行動学会誌」（以下「本誌」）を刊行する。

２　本誌の編集及び発行に関しては，この規程の定めるところによる。

第２条　本誌は，年度ごとに1巻１号の発行とする。

第３条　本誌の発行，印刷原稿完成及び原稿提出期限の期限は以下の通りとする。
	
	発行月
	印刷原稿完成
	原稿提出期限

	第1号
	９月末
	８月末
	７月末


第４条　本誌は，原則として次の記事を掲載する。（　）内は主な原稿収集方法の区分を示す。執筆に関する細目は別途，ものがたり観光行動学会誌執筆要領に記す。
２　大会・シンポジウム時の講演，その他学術的会合など「大会関係論文」（依頼）
３　研究論文（投稿）
　４　研究ノート（投稿）
５　エッセイ（紀行文、聞き書きを含む）（投稿）
６　文献・図書紹介（依頼もしくは投稿，自著紹介を含む）
　７　学会活動報告，学会内連絡事項（事務局）
　８　編集後記，編集委員会名簿，編集関係規程・要領，等
第５条　本誌に掲載する論文は，未発表のものに限る。ただし，口頭発表の場合はこの限りでない。
第６条　本誌に論文等を掲載することができる者は，編集委員会が特に依頼する場合を除き，共同執筆の場合を含め個人会員名で発表するものに限る。
第７条　本誌に論文等を掲載しようとする者は，編集委員会が定める本誌執筆要領に従い執筆した原稿を提出期限までに，編集委員会あて送付するものとする。 
第８条　編集委員会は，本誌各号ごとに掲載する原稿を審議のうえ決定する。
第９条　同一執筆者（共同研究の執筆代表者を含む）による投稿論文（「研究論文」「研究ノート」「エッセイ」）は，原則として１号につき１編のみを掲載することができる。
第10条　編集委員会は別に定める審査要項に基づき、掲載の可否を審査する。
２　編集委員会は掲載予定の原稿につき，執筆者との協議を通じ内容及び表記の変更を求めることがある。
３　編集委員会の構成については理事会で決定し、会長が委嘱する。
第11条　執筆者による校正は初校までとする。校正の際の原稿修正は原則として認められない。校正時には字句点検を執筆者責任で実施すること（自己責任原則）。編集委員会は
校正後原稿の修正責任は負わない。
第12条　本誌に掲載された論文等の原稿は返却しない。
第13条　本誌に掲載された論文等の原稿料は，支出しない。
